
センター名 所管区域 センター住所 委託団体 

あ い い く 川崎区 

幸区 

川崎区本町 1-1 

夜間保育所「あいいく」内 

社会福祉法人  

母子育成会 

タ ッ ク 中原区 中原区宮内 2-15-15 

川崎市中部地域福祉事業所 

ＴＡＣＫ内 

特定非営利活動法人  

ワーカーズコープ 

た ま ご 高津区 

宮前区 

高津区溝口 4-19-2 

みぞのくち保育園内 

社会福祉法人  

大慈会 

宙（そら） 多摩区 

麻生区 

多摩区菅稲田堤 1-17-25 

星の子愛児園内 

社会福祉法人  

厚生館福祉会 

１ 事業の概要  ２ 設置場所 

３ 実施状況  

 登録条件 

子育てヘルパー会員

市内在住で、心身とも健康な援助活動に熱意と理解のある２０歳以上の方 

利用会員

市内在住で、生後４か月から小学校６年生までのお子さんと同居している方 

 利用料金 

月曜日～金曜日 午前８時～午後６時  １時間あたり７００円 

 土曜、日曜、祝日及び年末年始（１２／２９～１／３）並びに上記の時間帯以外の時間 

  １時間あたり９００円 

 ※利用会員は別途１，２００円の年会費の支払いが必要です。 

 事業内容・根拠・実施方法 

〇育児の援助をしたい人（子育てヘルパー会員）と育児の援助を受けたい人（利用会員）が、

それぞれふれあい子育てサポートセンターに会員登録し、会員相互により育児援助活動を行

う事業です。 

 〇児童福祉法第６条の３第１４項で規定する子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポー 

ト・センター事業）に該当するものです。 

 〇本市では、社会福祉法人及びＮＰＯ法人へ事業を委託しています。 

＜活動の例＞ 

・保育所までの送迎を行う。 

・保育所の開始前や終了時間後、子どもを預かる。 

・学校の放課後に子どもを預かる。 

・冠婚葬祭や他の子どもの行事の際、子どもを預かる。 

・買い物等外出の際、子どもを預かる。 

 利用状況（平成２２年度から平成２６年度） 

〇利用会員登録数は約１，０００人で推移し、横ばいである。 

〇子育てヘルパー会員登録数は、入会者から退会者を差し引いたものであるが、平成２２年度６２０人か

ら平成２６年度７９２人と推移し、４年間で１７２人の増。 

 〇両方会員は、子育てヘルパー登録数の増加傾向に対して伸びはない。 

〇活動件数は、平成２２年度１６，０９０件から増加傾向にあり、平成２４年度は１７，０００件を超え

たが、平成２５年度以降、１万５千件台に落ちている。

 新規登録（子育てヘルパー登録者向け研修参加）の状況 

〇各サポートセンターで年間４回、全体研修を４回（６月、９月、１１月、２月）、子育てヘルパー登録

者向け研修を実施してきており、おおむね６月に開催する研修の参加人数がもっとも多くなっている。

〇登録者数は平成２２年度１２１人、平成２３年度１２２人と横ばいで、平成２４年度は１４９人と比較

的伸びたが、平成２５年度１２９人、平成２６年度１１６人と伸び悩んでいる。

 利用会員の利用目的別活動状況（平成２６年度） 

〇もっとも多い利用の理由は、「保育所・幼稚園の送り迎えを含む預かり」であり、年間延べ利用件数総

計１５，６６５件のうち８，３８１件、割合は５３．５％、である。 

〇「保育所・幼稚園の送り迎えを含む預かり」及び「その他」を除き、利用目的の割合の大きい順に、「子

どもの習い事等の場合の援助」が１１．４％、「学童保育の送り迎えを含む預かり」が１０．７％、「学

童の登校前の預かり・放課後の預かり」が５．１％となっている。 

 利用児童の年齢 

 〇０～１２歳における年齢別の割合は、未就学児（０歳～５歳）が６６．４％、就学児（６歳～１２歳）

が３３．６％で、約三分の二が未就学児の利用となっている。 

〇０歳児の利用も全体の５．５％、未就学児における割合は８％あり、また、就学児においては６歳の利

用割合が３３％となっており最も高く、年齢が上がるに連れ利用が少なくなっている。 

ふれあい子育てサポート事業の充実に向けた方策について 資料 １ 



４ 事業の充実に向けた方策の検討 

 本事業は、「川崎市子ども・子育て支援事業計画 

子どもの未来応援プラン」において、地域全体で

担う子育てを推進するために位置づけられた事

業です。 

 現在、会員ヘルパー登録数は少しずつ伸びてはい

ますが、活動件数は伸びていない状況がありま

す。 

 子どもの未来応援プランにおける量の見込みは、

子どもの数は減少しますが、ニーズはあるため利

用は増やしていくものとしています。 

 今後も保育需要の高まりや多様化する子育ての

ニーズは見込まれ、また、核家族化・地域のつな

がりの希薄化が進展している中、「子育てを社会

全体で支える」環境づくりを目指すためにも、ふ

れあい子育てサポート事業の活動を充実してい

く必要があります。 

 利用したい保護者と子育てヘルパーと

の利用条件のマッチングの問題（住ん

でいる地域、預かり時間、日数等）が

あり、利用ニーズに応えるため、子育

てヘルパーを増やしていく必要があ

る。   

事業を推進するにあたり、高まる保育需要や

多様化する子育てニーズに対応するとともに、

安全・安心な活動場所の確保、地域の人材を生

かした良質な支援を行うことにより、より良い

子ども育ちを実現していくが求められます。 

子育てヘルパーへ

の支援の充実 

（例：利用料金のあり方）

広報の充実

 市とサポートセンターの

広報の役割の整理を行い

効果的な広報を実施 

 事業の情報を得た情報源

（方法、場所）の把握

  など

 サポートセンターとの意

見交換 

 他都市の状況調査 

など

 サポートセンターと市の連絡会の

開催 

〇事業の改善に向けた意見交換、情報収集

など 

利用会員のニーズと

子育てヘルパーのニ

ーズの把握  研修項目等の検討 

〇子育てヘルパー会員登録のための研修時

のアンケート項目の充実 

〇現在は、子育てヘルパー登録のための研

修を実施。新制度の開始により導入され

た子育て支援員※研修の内容を踏まえた

検討  など 

 利用者と子育てヘルパーとも満足感

が得られることが必要である。  

子育てヘルパーの育

成 

 子育てヘルパーになることが可能な人

材を獲得するため、丁寧な周知を行い、

地域に事業を浸透させる必要がある。  

 利用が、保護者の就労に伴うものが多

いと思われ、保育施設と絡んだ支援（保

育所の開所時間外の預かりや送迎）が

求められる。  

■確保方策 ＜課題＞ ＜対応策＞ 

■質の担保・向上

 利用者と子育てヘルパーとの信頼関

係が伴う事業である。 

＜対応策＞ ＜課題＞ 


